
1 

東海市短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則の一

部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和６年３月２９日 

 

東海市長 花 田 勝 重 

 

東海市規則第１０号 

 

東海市短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関す

る規則の一部を改正する規則 

 

 東海市短時間勤務会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則（令

和元年東海市規則第３８号）の一部を次のように改正する。 

 第７条の見出し中「任期」を「期末手当に係る任期」に改める。 

 第８条の見出し中「基本報酬」を「期末手当に係る基本報酬」に改める。 

 第１９条を第２２条とする。 

 第１８条中「第１０条第２項」を「第１１条第２項」に改め、同条を第２１条とす

る。 

 第１７条の表第１０条第１項の項及び第１０条第２項の項中「第９条」を「第１０

条」に改め、同条を第２０条とする。 

 第１６条中「第９条第４項」を「第１０条第４項」に改め、同条を第１９条とする。 

 第１５条中「第９条第２項第３号」を「第１０条第２項第３号」に改め、同条を第

１８条とする。 

 第１４条第１項中「第９条第２項第１号」を「第１０条第２項第１号」に改め、同

条第２項中「第１７条」を「第２０条」に改め、同条を第１７条とする。 

 第１３条中「第９条第１項ただし書」を「第１０条第１項ただし書」に改め、同条

を第１６条とし、第１２条の次に次の３条を加える。 

（勤勉手当に係る任期に合算する期間） 

第１３条 第７条の規定は、条例第８条第１項第２号の市長が規則で定める期間につ
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いて準用する。この場合において、第７条の見出し中「期末手当」とあるのは「勤

勉手当」と、同条第１号中「第７条第１項第２号」とあるのは「第８条第１項第２

号」と、同条第２号中「第７条第１項」とあるのは「第８条第１項」と読み替える

ものとする。 

（勤勉手当の額に係る割合の基準） 

第１４条 条例第８条第２項の市長が規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

 条例第８条第２項の割合は、短時間勤務会計年度任用職員の勤務成績による割

合とすること。 

 前号の短時間勤務会計年度任用職員の勤務成績による割合は、１００分の２０

５を超えない範囲内で、任命権者が市長の定めるところにより定めるものとする

こと。 

（勤勉手当に係る期末手当に関する規定の準用） 

第１５条 第８条から第１２条までの規定は、勤勉手当について準用する。この場合

において、これらの規定（見出しを含む。）中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」

と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第８条 第７条第３項 第８条第３項において読み替えて準用

する条例第７条第３項 

第１０条 第７条第４項 第８条第３項において読み替えて準用

する条例第７条第４項 

第１０条第２号 基準日 基準日（条例第８条第１項に規定する

基準日をいう。以下同じ。） 

第１０条第５号 第７条第１項 第７条第２項 

第１１条 第７条第５項 第８条第３項において準用する条例第

７条第５項 

第１２条の表第

１項の項及び第

３項の項 

第７条第６項 第８条第３項において読み替えて準用

する短時間勤務会計年度任用職員給与

条例第７条第６項 

 別表中備考以外の部分を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

在職期間  

 

職名 

３年以下の 

期間 

 

３年を超え 

６年以下の 

期間 

６年を超え 

る期間 

 

 

 

一般事務補助員     円

１，１００ 

    円 

１，１３０ 

    円 

１，１６０ 

 軽作業員 １，３００ １，３３０ １，３７０ 
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 軽作業補助員 １，０９０ １，１３０ １，１６０ 

 地域安全指導員 １，７５０ １，７８０ １，８１０ 

 交通指導員 １，３００ １，３３０ １，３７０ 

 徴収嘱託員 １，４７０ １，５００ １，５２０ 

 自動車運転手 １，３００ １，３３０ １，３７０ 

 手話通訳士 １，３００ １，３５０ １，３９０ 

 家庭児童相談員 １，７５０ １，７８０ １，８１０ 

 児童厚生員 １，２４０ １，２８０ １，３４０ 

 託児業務員 １，０９０ １，１３０ １，１６０ 

 補充保育士 １，３６０ １，４００ １，４３０ 

 保育士 １，３１０ １，３６０ １，４００ 

 保育補助員 １，２４０ １，２８０ １，３４０ 

 早朝保育士 １，６４０ １，７００ １，７５０ 

 時間延長保育士 １，６４０ １，７００ １，７５０ 

 早朝保育補助員 １，５５０ １，６００ １，６８０ 

 時間延長保育補助員 １，５５０ １，６００ １，６８０ 

 調理員 １，１１０ １，１４０ １，１７０ 

(20) 健診介助員 １，４１０ １，４４０ １，４７０ 

(21) 理学療法士 １，５００ １，５２０ １，５５０ 

(22) 臨床心理士 １，８４０ １，８７０ １，８９０ 

(23) 保健師 １，６００ １，６１０ １，６３０ 

(24) 助産師 １，６００ １，６１０ １，６３０ 

(25) 看護師 １，５５０ １，５７０ １，５８０ 

(26) 准看護師 １，４１０ １，４４０ １，４７０ 

(27) 栄養分析栄養士 １，３５０ １，３９０ １，４２０ 

(28) 管理栄養士 １，４７０ １，５００ １，５２０ 

(29) 歯科衛生士 １，４２０ １，４６０ １，４９０ 

(30) 障がい者区分認定調査員 １，６００ １，６１０ １，６３０ 

(31) 高齢者あんしん見守り相談員 １，７５０ １，７８０ １，８１０ 

(32) 消費生活相談員 １，５６０ １，６００ １，６４０ 

(33) 清掃パトロール作業員 １，３００ １，３３０ １，３７０ 

(34) 衛生員 １，４８０ １，４９０ １，５００ 

(35) 建築士 １，７３０ １，７６０ １，７９０ 

(36) 教育相談員 １，７５０ １，７８０ １，８１０ 

(37) スクールサポーター １，２４０ １，２８０ １，３４０ 

(38) 心の相談員 １，３１０ １，３６０ １，４００ 

(39) 教科指導員 １，３１０ １，３６０ １，４００ 

(40) 給食配膳員 １，０９０ １，１３０ １，１６０ 

(41) 用務員 １，０９０ １，１３０ １，１６０ 

(42) 部活動コーディネーター １，７５０ １，７８０ １，８１０ 

(43) 社会教育指導員 １，７５０ １，７８０ １，８１０ 

(44) 地区公民館長 １，４３０ １，４６０ １，４９０  

(45) 市民館長 １，４３０ １，４６０ １，４９０  

(46) 地区公民館主事 １，１６０ １，１９０ １，２３０  
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(47) 市民館主事 １，１６０ １，１９０ １，２３０  

(48) 地区公民館管理員 １，１００ １，１３０ １，１６０ 

(49) 市民館管理員 １，１００ １，１３０ １，１６０  

(50) 放課後指導員アドバイザー １，３６０ １，４００ １，４３０ 

(51) 放課後主任指導員 １，２８０ １，３４０ １，３８０ 

(52) 放課後指導員 １，１００ １，１３０ １，１６０ 

(53) 早朝放課後主任指導員 １，６００ １，６８０ １，７３０ 

(54) 早朝放課後指導員 １，３８０ １，４１０ １，４５０ 

(55) 子ども教室主任指導員 １，２４０ １，２８０ １，３４０ 

(56) 子ども教室指導員 １，１００ １，１３０ １，１６０ 

(57) 学習支援員 １，３６０ １，４００ １，４３０ 

(58) 学習サポーター １，１００ １，１３０ １，１６０ 

(59) 施設補佐業務員 １，３５０ １，３９０ １，４２０ 

(60) 学芸補助員 １，２４０ １，２８０ １，３４０ 

(61) 司書 １，２４０ １，２８０ １，３４０ 

(62) 文化振興事業事務員 １，２４０ １，２８０ １，３４０ 

(63) 選挙投票等事務員 １，１３０ １，１６０ １，１９０ 

(64) その他の短時間勤務会計年度 

任用職員 

２，０００円以内において市長が定める額 

   附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


